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第３０回ＰＩ外環沿線協議会 会議録 
 

平成１５年 １２月１８日（木） 

於：東京都庁第一本庁舎５Ｆ大会議場 

 
【司会（西川）】  それでは、時間になりましたので始めさせていただきます。本日はお

忙しい中、協議会にお集まりいただきましてありがとうございます。 

 私は、本日の司会役を務めさせていただきます国土交通省外環調査事務所の西川でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 撮影時間の方は、ここで終了とさせていただきます。ご協力よろしくお願いいたします。 

 傍聴されています方々につきましては、受付の方でお配りしております注意事項に沿い

まして会の進行にご協力をお願いいたします。 

 それでは、ただいまから第３０回ＰＩ外環沿線協議会を開催いたします。 

 本日の協議会の終了時間でございますが、これまでと同様、午後９時厳守ということで

考えておりますので、会の進行にご協力をよろしくお願いいたします。 

 本日、練馬区の須山さん、湯山さん、調布市の川原さん、三鷹市の新さん、世田谷区の

秋山さんにおかれましては、ご都合により欠席されるとご連絡をいただいております。 

 それでは、まず、本日の配付資料の確認をさせていただきます。 

【事務局（伊藤）】  事務局を担当します国土交通省の伊藤でございます。 

 本日の配付資料の確認をさせていただきます。 

 １枚目が議事次第。それから座席表。資料－１が前回の会議録です。飛びまして、資料

－２が前回の協議会で出された意見をまとめたものです。資料－３が運営懇談会の報告で

す。それから、資料－４が協議員の皆様から出された資料です。今日は、濱本さん、道家

さん、宮良さん、伊勢田さん、宿澤さん、栗林さん、江崎さんから出されております。あ

と、参考資料で、前回協議会の議事の概要メモ、それからアンケート用紙をつけておりま

す。 
【司会（西川）】  資料については以上でございます。足りない資料等はございませんで

しょうか。 
 それでは、始めに、資料－１の第２９回会議録についてでございますが、事前にご確認

いただいて修正の意見があったものを対応させていただいてお配りしております。再度ご

確認いただきたいと思います。よろしいでしょうか。特にないようでしたら、この形で公

表とさせていただきます。 
 続きまして、前回の協議会で皆様からいただいた意見を整理しておりますので、事務局

から説明をさせていただきます。また、運営懇談会を開催しておりますので、その報告も

あわせて行いたいと思います 
【事務局（伊藤）】  まず、資料－２が前回の協議会で出された意見をまとめたものです。

前回は特に「必要性の有無（効果と影響）について」ということで交通量に関してここに

書いてあります意見が出されております。確認していただければと思います。 
 それから、資料－３、１２月１５日に行われました運営懇談会の報告です。出席者はこ

こに書かれている方々で、１２月１５日に行っております。その運営懇談会で出されまし

た今回の協議会への提案は３つあります。 
 １つ目は、まず、今日の協議会の議論の順番ですけれども、都議会での東京都の局長答

弁についての質疑、環境調査の説明、効果・交通政策についての議論を進める。２つ目と

しましては、必要性の議論では、外環がどうして必要なのかを総括的に説明する資料に基

づいて議論していく、こういう提案がされております。３つ目は、協議会の今後の進め方、
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それから議論の整理についてですけれども、引き続き、運営懇談会の方で議論していくと

いうことになりました。 
 以上が運営懇談会からの提案です。 
【司会（西川）】  今、説明のありました資料－２と資料－３につきまして、順番に確認

したいと思います。 
 まず、資料－２の方につきまして、前回出された意見の整理の方でございますが、何か

ございますでしょうか。いかがですか。よろしいでしょうか。 
 続きまして、資料－３の方でございますが、運営懇談会から協議会への提案ということ

で３項目提案がございます。この点についてご意見等ございますでしょうか。ご了解いた

だければ、ここの提案にありますような流れで、本日の議論を進めていきたいと考えてお

りますが、よろしいでしょうか。 
 では、江崎さん、お願いいたします。 
【江崎協議員】  運営懇談会の報告についての２）の「総括的に説明する資料」という

この意味がよくわからなかったので、もうちょっと詳しく教えていただけないでしょうか。 
【事務局（伊藤）】  運営懇談会の中では、「必要性の議論の最近のあり方」について議

論になりまして、「首都圏全体を考えた場合に外環がどうして必要か、もう少し広い範囲で

の外環の必要性について、まず議論すべきではないか」という意見が出ております。特に、

資料の出し方等が細かい分野に入り過ぎている嫌いがあるので、そうではなくて、首都圏

全体での外環の必要性を議論できるような資料に基づいて今後議論していくべきではない

か、そういう提案がされています。 
【司会（西川）】  今の内容でよろしいでしょうか。もしくは、参加された方で何か補足

される方がいらっしゃれば、補足説明していただいても結構かと思いますが。 
 では、渡辺さん、お願いいたします。 
【渡辺協議員】  最近の協議会の話し合いの場を見ていますと、環境であるとか、私に

いわせれば枝葉、本来、どうして外環道路が必要なんだという幹の部分、根本的な話、こ

れを判断するために話し合いに入ったわけです。準備会から参加している人たちはわかっ

ているけれども、協議会が始まってから外環を勉強した、知ったという方たちにとっては、

必要性についてなかなか判断がつきかねるということで、もう少し判断ができるような資

料が欲しいということで、環境についてもどういう影響があるのか、今までそういう話が

されてきたんです。 
 それが、どうもここへ来て、本線から外れるといいますか、余りにも細かい、つくると

決まってからの話、それがどうも主体となっていて、根本的な、なぜ外環が必要なのかと

いう部分が舌足らず、論議不十分ということになっているので、もう一度原点に戻って、

今環境をやっていますから、環境の調査結果が出れば、またその都度結果を踏まえた話し

合いができますけれども、その間はできるだけ本線というか、幹の部分、原則的な話をも

う少し話し合いたい。 
 そのためには、今まで資料請求されて出てきていませんが、将来交通推計、例えば圏央

道ができた場合に、１４％の都心へ入り込んだ車がどれだけ削減できるのか、また、中央

環状ができた場合には同じようにどれだけ削減できるのか。逆に、それだけではどうして

も、中間の道路がない、外環がないことによって、それでもまだ消化できない台数がどれ

ぐらいあるんだという基本的な話をもっとしましょう。 
 今問題になっているのは、２０年後に少子化だとか、それからあと今まで休んでいた車

がどれだけ出てくるかというようなことがはっきりしないということで、どうも資料を出

し渋っているという動きもあるので、もし将来推計の将来的な数字がはっきりしないとい

うことであれば、現在の車の台数、交通量、これが続くものとして、仮定でいいから、ま

ずそういう数値を出す。 
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 その数値が出てくれば、それぞれ将来的にどこがどれぐらい、何％減った場合にはどう

なるんだという見当がつきやすいということでもって、もっと原則的な資料、先ほどもい

ったように、今の交通量で推計を出してほしいというような要求をしています。もっと本

線の話を早くはっきりさせたい。どうして外環がこういう場所に必要なのかということを

先日の懇談会では話し合いをしました。 
 以上です。 
【司会（西川）】  ありがとうございます。 
 状況の説明については大体よろしいでしょうか。 
 それでは、他の項目でご意見ございますでしょうか。よろしければ、この流れに沿って

今日の議論を進めたいと思います。 
 それでは、運営懇談会から提案があった流れに従いまして、まずここにありますように、

都議会での局長答弁について、今日資料－４の中に質問書という形で連名で資料が提出さ

れてございます。 
 まず、この資料の方、どなたか説明をお願いしたいと思いますが、渡辺さん、よろしい

ですか。 
【渡辺協議員】  それでは、１２月１５日付ということで、勝田都市計画局長に質問書

を現外環反対連盟の協議員一同ということで質問書を出しました。 
 １２月１０日、「都議会における都市計画局長の発言に対する質問書」ということで、 
  平成１５年１２月１０日開催された東京都議会第４回定例会の本会議において東京都

の勝田都市 計画局長が行った発言内容について、質問します。 
  石原国土交通相は「外環道は大深度地下方式で建設し、早期完成を優先させてＩＣ（ｲ

ﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ）を設置しない方針」を公表しましたが、勝田都市計画局長は「ＩＣが無ければ

都内を通過するだけで 都民が利用できず、既存道路の交通量削減や環境改善の効果も発

揮できない」としてＩＣは必要不可欠と答弁。また「設置に当たっては都民の利便性確保

や時間短縮効果などから検討し、地域の意見も聞く」と述べた、と報じられました。 
  東京都に質問します。 
  これまで、ＰＩ協議会で東京都の協議員がこのような発言をされたことはなく、ＩＣ

必要との根拠となるデータも示したことがありません。勝田局長の発言の社会工学的根拠

は何か、今後の協議会で明らかにされたいと思います。 
  あわせて、ＩＣを作ることにより、大深度だけなら１，０００戸で済む立ち退き数が

２倍も増え、２，０００戸にもなってしまいます。立ち退きによる影響を受ける人たちが

多数いるということを常に意識し、行政体としての発言が一方に偏りすぎないよう強く要

望いたします。 
 以上です。 
【司会（西川）】  それでは、今の資料に関連しまして、道家さんの方からも資料を提出

されておりますので、そちらの方の説明をいただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 
【道家協議員】  ただいま、渡辺協議員が代表して読み上げられましたけれども、渡辺

さんを初め、濱本さん、須山さん、新さん、栗林さん、宿澤さん、橋本さん、この７人の

協議員から今読み上げられた質問をいただいております。 
 それに対しまして、「都議会質問に対する答弁について」という表題で資料－４をつけて

ございます。資料もご覧いただきながらご説明したいと思います。 
 資料の中で、一番上に今回の１２月都議会開会日の知事の所信表明がございますけれど

も、その中でも、外環について触れております。外環道について下線を引いたところが今

回のインターチェンジ等のポイントではないかということで、この資料をつけてございま

す。 
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 そして、主題でございます局長の答弁でございますが、それは真ん中にございます。１

２月１０日に一般質問がございまして、それに対して答えた内容でございます。局長の答

弁を読ませていただきますと、「インターチェンジの設置についてでございますが、ご指摘

のございましたとおり、インターチェンジがなければ、都内を通過するだけで、都民が利

用できない道路となりまして、環状八号線など既存道路の交通量削減や環境改善などの効

果も十分に発揮できません。このため、都といたしましては、インターチェンジは必要不

可欠と考えておりまして、設置に当たっては、都民の利便性確保や時間短縮効果など、社

会工学的な観点から検討するとともに、その際には幅広く地域の意見を聞いてまいります」、

このように答弁をしたわけでございます。 
 下の太字の括弧で囲ってある部分が、今回の７人の方のご質問に対するお答えでござい

ます。これも読ませていただきますと、平成１５年第４回東京都議会定例会で、国土交通

大臣が記者会見において外環道をゼロインターで整備するとの発言に対して、都の方針を

問う質問がございました。その質問と勝田都市計画局長の答弁は今読み上げたとおりでご

ざいまして、新聞報道はこの答弁の一部を伝えたものであると認識しております。 
 都といたしましては、外環にインターチェンジがないと、中央高速や首都高速道路のイ

ンターチェンジを使うことになり遠回りになる、別途料金が必要になるなど都民が使いに

くい道路となるばかりか、既存道路の交通量削減や環境改善などの効果も十分発揮できな

いことから外環の整備に当たってはインターチェンジは必要不可欠なものであると考えて

おります。 
 インターチェンジの設置に当たりましては、移転戸数の多寡、多い少ないだけで判断す

るのではなく、都民の利便性や周辺道路の交通量削減など、社会工学的な観点から検討も

必要であるとの認識を説明し、幅広く地域の意見を聞いていくと答えたものでございます。

このように考えております。 
 以上です。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございます。 
 今の資料説明、ご発言に関連しまして、何かご意見等ございますでしょうか。 
 では、渡辺さん、お願いいたします。 
【渡辺協議員】  今の回答なんですが、インターチェンジは全て必要不可欠との発言で

すが、原則としてなしという答申が有識者委員会の答申に出ております。これは、答申に

は相反するものといわざるを得ないと思います。それが第１点です。 
 それから、２つ目としまして、インターというのは大臣が選挙公約でもいっていますけ

れども、それにも反するもので、国と都は考えの歩調が合っていないということを露呈し

ているんじゃないかと思われます。都は、国の方針に反対することなのかどうか、その辺

が反対であれば反対ということをはっきり示してほしいし、そうでなければそういうよう

な言い方をしていただきたい。今のままだと、国と都の方針が一致しているようには思え

ないんですが、いかがかと。 
 それから、３番目としまして、「移転戸数の多寡だけで判断するのではなく」とあります

けれども、それでなくても影響をこうむる、要するに移転せざるを得ないという人たちへ

の配慮、これが発言の中においても必要なのではないかと思われます。確かに、全体を見

て、移転する戸数だけじゃないというのもわからないわけじゃないですけれども、２，０

００戸近い数が犠牲になるんだ、移転を伴うんだということに対する配慮、これは行政と

して必要じゃないかと思います。 
 以上です。 
【司会（西川）】  ありがとうございます。 
 他にご意見は。 
 では、菱山さん、お願いいたします。 
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【菱山協議員】  私からもインターチェンジを不可欠とする都市計画局長の答弁に関し

て意見を申し述べたいと思います。 
 インターチェンジの必要性に関する東京都の公式な見解は１１月２８日に開かれた、第

５回沿線市区長意見交換会におきましても、これまで都として公式に必要であると発言し

ていなかったと局長がおっしゃっておられますので、このたびの議会での答弁が初めての

公式見解であると思います。 
 東京都が東京全体の都市計画的見地から一定の見解を示すこと自体を云々するものでは

ありませんけれども、インターチェンジの設置については賛否が分かれておりまして、と

りわけ青梅街道インターチェンジの設置について明確に反対を表明している杉並区としま

しては、今後の調整は国及び都が責任を持って行われるものと理解しております。 
 そのことを考えあわせますと、インターチェンジが必要不可欠との前提に立って行う調

整は果たして公平なものになり得るのか、それではインターチェンジを不要とする側にと

って調整ではなく説得ではないかと思うとともに、調整がより困難化するのではないかと

の懸念を抱くものです。 
 また、３月の国、都の方針では、インターチェンジについて地元の意向を踏まえて設置

の有無を検討する、設置要望のあった青梅街道インターチェンジについてはさらに地元の

意向を把握していくとしておりますことから、インターチェンジが必要不可欠との公式見

解を出す前に、順序として、まずは地元の意向を十分に把握すべきではないかということ

を指摘し、意見といたします。 
【司会（西川）】  ありがとうございます。 
 他に関連するご意見ございませんでしょうか。 
 それでは、栗林さん、お願いします。 
【栗林協議員】  ここでインターチェンジについて、東京都の局長は、利便性の確保、

時間的短縮効果という利点のみを挙げられております。東京全体ではあるいはそうである

かなという気がしないでもないですが、一番肝心な地元にとっては、これは大きな地域分

断の原因になるという否定的な側面もあります。そういう意味で、まず、いきなりインタ

ーが必要だという言い方は東京都さんとしては、いささか勇み足に近いんじゃないかなと

いうことをまずいえると思います。 
 その次に、協議会においては、３月に青梅インターに関連して、地元の意向云々という

約束事がありました。こういう流れでとりあえず、有識者委員会の提言にもあるように、

まずは３ジャンクションのみの外環を考えていこうというのが我々の協議会の共通認識で

ありました。インターを後回しにするということは、外環についての必要性を考える際に

は、議論の融通性という点で意義があると思います。そういうものが、これによって制限

されていく、そこに議論が狭められていくという懸念があります。 
 したがって、インターチェンジの問題はまだまだ必要性の議論が完了していない時期に、

こういうふうに都の責任者の方がＰＩ協議会の約束事を、はっきりいえば無視するかのご

とくに議会で発言されることには、我々協議員としてはいささか戸惑いを感じております。

すなわち、ここではっきり東京都がインターチェンジありを前提として決められたのかと

いうことを問いただしたいと思っております。私は、こういうのは、ＰＩ協議会の話し合

いのルールに反している行為と思っています。 
 以上です。 
【司会（西川）】  ありがとうございます。 
 他にご意見ございますでしょうか。 
 先に手を挙げた濱本さん、お願いします。 
【濱本協議員】  今の件につきまして、３人が先にお話をされました。まことに同じよ

うな意見になりますけれども、今回の東京都の答弁については、前段としては、平成１５
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年１１月２８日に７区長会がありました。 
 その中の、この間の答弁を見ていますと、区長会でインターチェンジの話が出ておりま

すが、そのとき初めて東京都として意見をお伺いした区長会の激励によってこういうこと

が出てきたんだと思うんですが、私はインターチェンジについては、今現実的な話がどん

どん出てくるということに対して、先ほど意見も出ましたけれども、非常に憤慨していま

す。遺憾に思っています。 
 その中でも都議会でこういう答弁をされるということは、ＰＩ協議会をないがしろにし

ているということであります。と同時に、先ほど渡辺協議員から話がありましたように、

インターチェンジにつきましては、有識者会議で提言されているということを我々一番大

事に思ってきておりますし、また、先ほど杉並の方からもお話がありましたように、ゼロ

インターということを現在の大臣が発言されている、これは選挙公約というんじゃなく、

正式な発言でありますから、それは尊重すべきであるという立場からと、それから地元の

住民が影響することが少なくなるということは、我々としてはインターが、どうしても外

環が必要であるというならば、それは一番優先しなきゃならないものだろうと思っていま

す。 
 そういうところからいって、東京都が今回インターチェンジ云々を出してきたというこ

とは私は非常に残念だと思いますし、そういうことのないように、ＰＩ協議会としてはし

っかり議論させていただきたい、こういうように思っています。 
【司会（西川）】  ありがとうございます。 
 では、平野さん、お願いいたします。 
【平野協議員】  インターチェンジは必要という立場から述べさせていただきたいと思

います。 
 私ども、練馬区においてもインターチェンジの設置は不可欠であると申し述べさせてい

ただいております。箇所は別としまして、いわゆる広域道路としての機能を十分発揮する

ためにはインターチェンジは必要である。勝田局長の発言でございますが、私ども議会の

中でも、練馬区においても、区長が議会の中でインターチェンジが必要であると。これは

１つの自治体の考え方として述べさせていただいているものであり、今回の勝田局長の考

え方においても、都議会、都における実態としての考え方を述べたものだと私どもは理解

しております。練馬区も同様に、そのような立場から述べさせているものでありまして、

今後におきましては、３月の方針の中にありますとおり、その立場に立ってそれぞれの意

見を議論した中で決定していくものではないかなと思っております。 
 以上でございます。 
【司会（西川）】  では、樋上さん、お願いいたします。 
【樋上協議員】  定例会の吉野利明都議会議員は、三鷹選出の議員ですが、議員の主張

は、ここにございますように、「インターチェンジがなければ都民にとっては使うことがで

きず」云々とございますが、インターチェンジ全てが必要と云っていません。それから、

有識者会議の結果も知っておられるし、いろいろなこと全てご存知な方だと思います。し

たがいまして、吉野都議会議員質問の論点というのは、三鷹市民はインターチェンジがで

きるのか、どこにできるかによって地域経済や環境など、いろいろと影響を受けるという

ことだと思います。 
 そういうわけで、私の個人的な想像でございますが、インターチェンジについて、どの

ような都の方針なり国の方針があるかということを一般的に聞いておられるのであって、

全てのインターチェンジが必要という質疑ではないと思うのです。そういう意味で、都の

回答と議員の質問していることと、多少のズレがあると思うのです。 
 まだ我々の協議会でもこの点については話し合っていないので、今後それぞれのインタ

ーチェンジについては、エリアの利害その他いろいろございますので、それを判断しなが
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ら、この場でまた議論を今後深めていけばと思うわけでございます。 
 以上でございます。 
【司会（西川）】  ありがとうございます。 
 では、武田さん、お願いいたします。 
【武田協議員】  練馬の武田でございます。私どもの区の平野さんと視点を変えて、地

域の実態からお話を聞いていただきたいと思います。 
 大泉インター、その周辺があれだけのひどい状況になっているということは、この会で

何回か申し上げましたので、皆さんに十分ご理解をいただけたと思います。 
 それで、外環全体の構想を見ると、大泉から東名まで約１６ｋｍ、その中間地点がどこ

になるかというと、大体三鷹の東八道路から少し向こうへ寄るけれども、甲州街道の高架

部分のインタージャンクション、こうなります。そうしますと、甲州街道のインタージャ

ンクションから大泉まで何ｋｍあるかというと、約９ｋｍ前後あります。その間に東八が

どうなるかは別ですが。さて、その間に、ちょうど中間よりもやや北に寄ったところに青

梅街道のインターということが今話題になっているわけです。 
 もしそれを石原国交大臣のいうような方向で、ゼロだということをいうとどういうこと

になるかというと、中央高速と大泉のインターまではご承知のような距離がございます。

その中間点にある青梅街道にインターがないとすれば、大体その中間点、今の青梅街道が

４.５ｋｍありますが、４.５ｋｍよりちょっと南側を、ちょうどセンターラインになります

から、そこからの車は全て、つまり既存道路、環８に回るというよりも、当然細街路、住

宅地の生活道路をくぐって大泉に来る、こういう状態になります。そうすると、地域の生

活環境、教育環境、その他交通事故ということはもういうまでもないわけです。そうなっ

たときには、もし青梅街道のインターがないのならば大泉にはどういう事態が起きるかと

いうことを十分考えていただきたい。 
 勝田さんの答弁では、「既存道路の交通量削減や環境改善などの効果も十分に発揮でき

ません」と非常に上品に一言でいっていますが、あの間の、環８はもう既に所与のものと

して受けとめて、それ以外に西側に入り込んでいった、つまり多摩東部地域と練馬区北西

部の地域の住宅環境の汚染、あるいは事故というのは大変だということです。これは未来

永劫残っていくんだ、そういうことを十分ご理解いただいて、交通政策としては当然青梅

街道にそういうものがあって初めて、つまり交通の１つのパターンとして完結性を持つん

だ、こういうことを慎重に検討してみる必要がある。 
 ただ、インターができるから公害があるんだとか、あるいはインターができるから障害

がいつまでも起きる、生活環境を守るというような前提で物をいうべきではなくて、それ

をクリアするには、どういうインターの構造あるいは上部構造、それから関連街路をどう

いうふうに整備するか。つまり、前々から私は申し上げているんですが、その周辺の都市

づくりのイメージはどういうことをしていくべきかということを十分論議をして、それを

クリアするにはどうすればいいのか。前回も申し上げました。 
 そういうことについて、踏み込んで議論をしてみて、初めて、それでも青梅街道は無理

だなということになるのか。あるいは、そういうことまで深く考えて手当てをしていくん

ならばクリアできるんじゃないか。何をすればカバーできるか、あるいは障害を除くこと

ができるかという、その辺をただ住民の立場というよりも交通問題について、２０回から

３０回やっているわけですから。つまりＰＩ協議会の協議員の立場で客観的に論議をして

みる必要があるんじゃないか、と思います。 
 以上です。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございました。 
 関連して、では、橋本さん、お願いいたします。 
【橋本協議員】  国土交通大臣が外環をつくるに当たっては、ゼロインターで整備しま
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すということをおっしゃった後、東京都の方で勝田局長が、「インターチェンジがなければ、

都内を通過するだけで」と書いてありまして、「交通量削減や環境改善などの効果も十分に

発揮できません」ということは、逆にインターチェンジがなければ東京都は外環に反対だ

と私は理解できてすごくうれしく存じております。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございました。 
 他にご意見ございますでしょうか。柴田さん、お願いいたします。 
【柴田協議員】  石原大臣のゼロインターでという発言もスピード重視という、その観

点で述べられているわけですよね。しかし、その中でも、地元と話し合いながら検討する

ようなことも入れてあるわけです。今回の石原知事の方もこれを読みますと、広く関係自

治体や都民の意見を受けとめて検討すべきであると。勝田局長も同様な発言をされていま

す。 
 私ども、外環オープンハウスで、またいろいろなこれまでの国のアンケートやなんかを

見ましても、インターの問題は賛否両論あるということははっきりしています。何が一番

重要なのかというと、これをきちっと議論できるような素材を提供してもらうということ

が一番重要だと思うんです。ここにインターをつくった場合に、どういう影響やメリット、

デメリットが出るか、そういったものをきちっと出して、広く地域で議論していかなけれ

ば結論というのは出てこないと思います。 
 それは、再三、私の方からいっているわけで、単純にインターなしがいいんだとか、イ

ンターがあるべきだとか、そういう議論は地元の市民の中では通用しないんです。そんな

単純な話じゃないんです。本当にここの中でインターがあった場合、なかった場合、イン

ターでもどっち方向のインターがあるか、フルインターがあるか、それによって影響が違

ってきます。地域の限られた周辺じゃない、かなり離れた周辺にも本当にどういう影響が

出るのか、そういったことをきちっとみんながわかるような情報を出してもらって、幅広

く議論する。ここに幅広く議論と書いてあります。幅広く議論することが必要だと思いま

す。単純な、インターあるなしという議論では済まない。非常に難しい問題ですので、私

の意見としては、幅広く議論できるような、そういう情報を早く出して、みんなが同じ共

通認識の中で、本当にどうあるべきかということが真剣に議論できるような場をつくって

いくことが必要だと思います。 
 それから、２点目は、今日の資料－４の道家協議員が出された、一番下の囲みで囲まれ

た中の真ん中辺に、「中央高速や首都高速道路のインターチェンジを使うことになり遠回

りになる、別途料金が必要になるなど都民が使いにくい道路となるばかりか」と書いてあ

ります。前も協議会の中で私が申し上げたのは、料金をどう設定するかによって、交通量

の量と流れが変わってきます。交通量をどのように考えていくのかということが非常に大

きな問題だということを申し上げました。しかし、国の方も料金の問題は今の段階ではは

っきりといえない、そういう話です。東京都は、「別途料金が必要になるということをこう

いう形でいい切るというのはおかしな話です。 
 中央道の高井戸インターとか、調布インターから入ると、そこから外環に入っていくと

きに別途料金が必要になる」ということをなぜ決めたんでしょうか。こんな別途料金が必

要になるような高速道路では誰も使いませんよ。国の方のシミュレーションの中で、５０

０円を一応想定しながら交通量を設定したとかいっていましたけれども、料金問題はこれ

からどうなるかということはまだはっきりしない中で、１つのシミュレーションとしてそ

うやったというのはわかりますよ。東京都の見解で、別途料金が必要になるなんというこ

とをこういう形で発言すること自体がおかしいわけです。 
 この点については、東京都から見解をお聞きしたいと思います。意見と質問。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございました。 
 他にご意見ございますでしょうか。よろしいですか。 
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 それでは、道家さん、お願いいたします。 
【道家協議員】  たくさんのご意見いただきました。 
 まず、有識者委員会の話がございましたので、有識者委員会の資料がファイルＮｏ.１の

影響（生活）オレンジ色の表紙の１９ページのところにダイジェストでつけてございます。

第２５回の国交省の資料ということでついてございますが、一番上の囲みが有識者委員会

の最終提言でございます。 
 ここに、「したがって、外環計画の議論を進めるに当たっては、インターチェンジなし地

下案を検討の基本に置いて議論を進めるべきである」、このあたりをとって先ほどお話があ

ったと思いますが、「なお」と書いてありまして、「一定期間内に地元区市からの明確な要

請がなされた場合には、インターチェンジの設置を盛り込んだ案も検討できるように配慮

すべきである。この場合においては、交通の利便性の向上や移転家屋数などについての配

慮が不可欠である。」このように書いてあるわけでございます。 
 なお書きにもありますように、実際に、今それぞれのインターチェンジあるいは全体的

なインターチェンジについて必要であるという発言の自治体もございますし、これは不要

であるという発言の自治体もございます。さまざまな意見が今出ている段階でございます

ので、そういう意味では、それを検討できるようにする必要があるというのは、有識者委

員会の最終提言にも沿った内容ではないかと私どもは考えております。 
 それから、外環についての基本的認識については、これは国と全く同様だと思いますけ

れども、外環は必要な道路であるという認識でございます。これはずっと変わっておりま

せん。そういう認識を持った上で議論に臨んでいるということでございます。 
 それから、インターチェンジについて、これまで公式の場で東京都が発言していないと

いうことでございました。確かに、前に私がそういう話を杉並区さんにしたことがあるん

ですが、よく調べてみますと、実は今年の第１定例会、都議会でございます。都議会の中

で、遠藤議員からの質問に都市計画局長が答えております。質問はこういう内容でござい

ました。 
 今年１月１０日に石原知事と扇国土交通大臣から外環に関する方針が示されましたが、

この方針の中に、インターチェンジについてはインターチェンジなしを基本とするとし、

その設置については地元の意向等を踏まえるとありますが、外環の果たす役割を考えると、

幹線道路との接続は地域の利便性、広域交通処理等の観点からも不可欠と考えます。そこ

で、甲州街道、東八道路は外環を経由して中央道へアクセスさせる必要があると考えます

が、所見を伺います。こんなような質問でございました。 
 それに対して、都市計画局長の答弁でございますけれども、外環の中央道へのアクセス

についてでございますが、高速道路を利用する沿道や後背地の交通利便性を確保する上で

幹線道路と接続するインターチェンジは必要であると考えます。その設置については、さ

まざまな観点から検討されるべきものでございまして、甲州街道や東八道路から中央道へ

のアクセスについても、国とともに地元区市の意見を十分聞いた上で対応してまいります。

こういう答弁をして、ここに、インターチェンジについての質問に対して幹線道路と接続

するインターチェンジが必要であると考えているという答弁をしておりました。 
 その後、石原大臣のご発言もあり、当協議会でもいろいろな議論がされました。それか

ら、その後行われた沿線７区市の首長会でも同じような議論がございます。その中で、い

ずれも、国の方からは、１５年３月に国と都で公表した方針に沿った発言であると認識し

ているというお答えがございましたので、これからも議論していくという姿勢を国の方に

もきちんといっていただいたと思っております。 
 我々も、今議論が出ましたように、いずれにしてもインターチェンジについて議論が必

要であるということには変わりございません。この協議会の場でありますとか、行政間の

場でありますとか、あるいは各自治体がそれぞれの議会やそれぞれの地域での議論、いろ
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いろな場で議論があると思います。そういう議論が必要であるという立場には我々は変わ

りございません。 
 それから、その中で移転をされる方、これは痛みを伴うことであることは十分承知して

おります。そういう方にも配慮は必要であろうと重ねておっしゃいましたが、私もそう思

います。私の方でお答えした、ただ、移転戸数の多寡、多い少ないだけで判断するのでは

なくといったのは、もちろん移転戸数が多い少ないというのも重要な判断材料であります

けれども、それ以外にも重要な判断材料があるという意味で申し上げたので、移転者への

配慮は、現在もこれからも必要であることには間違いございません。それは、都市計画を

進める立場、あるいは事業を進める立場の者にとっても同じ、公共事業を進める立場にあ

る者は全て同じ認識だと考えております。 
 それから、最後に、私の読み上げた内容に、中央高速や首都高のインターチェンジを使

うことになり遠回りになる、あるいは別途料金が必要になる、この料金体系について言及

すべきではないんじゃないかということもございましたけれども、これは現行の料金体系

が厳然として今ございますので、その場合ということで書いたという認識がございまして、

この料金体系も議論するのは自由だと思います。誰が決めるかというと、今ですと、首都

公団や日本道路公団になるんでしょうか。そういう議論をすることは自由だと思いますけ

れども、今の立場での認識では、現行の料金体系に基づいて考えないことには、何も物が

いえなくなってしまいますので、そういう意味で、現行の料金体系だとすればという前提

で書いたということでございます。 
 これについても、今ご発言がありましたように、議論が必要であるということであれば、

ＰＩ協議会は議論の場でございますので、議論をすることはやぶさかではございません。 
 以上でございます。 
【司会（西川）】  ありがとうございます。 
 他にご意見ございますでしょうか。 
 それでは、渡辺さん、お願いいたします。 
【渡辺協議員】  今の道家協議員のご回答というか、お考えなんですが、例えば、有識

者委員会の提言では、インターチェンジなしが原則だ、ただし、どうしても必要だという

地区があればそれは検討してくださいよということであって、今この発言にあるのが全部

だというような形じゃないわけです。もし、本当に全部じゃないつもりでいったのであれ

ば、それなりの説明をつけていただきたい。どっちにもとれるわけです。こういうまやか

しはいけない。 
 それと同じことが知事発言にちょいちょい出てくるんです。大深度案でこの外環は決定

したんじゃないです。１つの案として発表されたし、こういう案でやりたいというだけで、

決定はされていないんです。それから、同じように、凍結解除、したいとはいったけれど

も、していません。これも事実なんです。ところが、知事は、常に、凍結解除されたとか、

大深度案で決定したといっているわけです。したいという気持ちはわかるんだけれども、

したというのと、そういう気持ちだというのとは違うんです。 
 道家さんの話を聞いていると、この知事の発言が、道家協議員に乗り移ったような話な

んです。どっちにもとれるような。こんなもの説明になっていないと思うんです。もう少

し明快な回答をしていただきたいと思うんです。 
【司会（西川）】  インターに関連して、他にご意見ございますでしょうか。 
 では、宿澤さん、お願いいたします。 
【宿澤協議員】  今、車の便利さだけを考えて、インターが必要だとか、便利が悪いと

かということをおっしゃっていますけれども、では、そのためにそこの被害をこうむる住

民の人たちはどうなるかということを全然考えていただけないんです。ただ車の便利さだ

けをあれしてインターが欲しいとか、それが１，０００戸か２，０００戸移転になるとか、
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そういうふうに移転、移転といったって、一体どこへ行けばいいのか。そういうことを考

えないで、ただインターをつくるということだけ。杉並は幸い区長からして反対していた

だいているし、大臣も、皆さん選挙のためだとおっしゃっていますけれども、私は必ずし

もそうではないと思います。評議員の先生方もインターなしでということを、わずか１６

ｋｍのところにインターがなくてもジャンクションは必ずつくるでしょうから、そういう

あれは必ずしも私は選挙のためということはないと思います。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございます。 
 他にご発言はありますでしょうか。 
 それでは、菱山さん、お願いいたします。 
【菱山協議員】  道家協議員からお答えいただきましたけれども、過去に公式発言をし

た、つまり答弁をしたという時期をおっしゃったのをメモし切れなかったのですが、いつ

のことかわかりませんが、それはこの協議会に資料として出されておるんでしょうか。私

は、そのことを知らなかったものですから、認識不足だったなというふうな気がします。 
 それと、私は、先ほど申し上げましたように、東京都が都あるいは都市圏全体、首都圏

全体の見地から、一定の考えを示すこと自体はどうこういっているわけじゃなくて、それ

は先ほど練馬の部長さんもおっしゃいましたように、自治体としての１つの見解であるか

ら、それはそれで構わないと思うんです。ただ、時期としてあるいは順序として、地元の

意向を十分把握してということが前提にあるわけですから、こういうことをおっしゃると

いうことは、地元の意向を十分把握されたんでしょうか、そこら辺をぜひお聞きしたいと

思います。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございます。 
 ご発言はよろしいでしょうか。 
 では、道家さん、お願いいたします。 
【道家協議員】  幾つかの点についてお答えをいたします。 
 まず、先ほど私が読み上げたのは、１５年２月１３日の都議会第１回定例会の一般質問

でございます。遠藤議員の質問に都市計画局長が答弁した内容でございます。協議会の資

料としては出しておりませんので、菱山さんが協議会の資料として見ていないというのは

当然でございます。 
 あと、地元の意向を十分踏まえての発言であるかということでございます。まず、前段

といたしまして、今現在の都市計画ではインターチェンジが５カ所あるわけでございます

けれども、全て必要であるとか、どことどこが要るとか要らないとかということまで言及

したものではございません。１つもつくらないのでは、先ほど私が申し上げたような利便

性だけではなくて、環八等の交通環境改善が十分に図れないなど、環八は例示的に出した

んですけれども、そういう効果も不十分ではないか。ないとはいいませんけれども、十分

に発揮できないんじゃないか、そういう趣旨で申し上げたものでございます。まさにそれ

をいろいろな場で議論をしていく必要がある。 
 そういう意味で、既にそれぞれのインターチェンジについて、杉並区であるとか、練馬

区であるとか、その他の自治体について、それぞれ現時点での意向が示されているという

のは十分把握しておりますし、現地の様子も見ておりますので、いろいろな反対という看

板があったり、そういう状況も十分承知しておりますし、ＰＩ協議会でも両論議論がある

ことも承知している、そういう範囲の状況認識というのはございます。その上での発言で

ございます。 
 それから、移転者への配慮ということでございますけれども、これは先ほども申し上げ

ましたように、公共事業に協力されて移転される方は非常に痛みを伴うということは十分

承知をしております。これは外環だけではなくて、土地を新たに取得する公共事業はたく

さんございますけれども、それぞれ痛みを伴いながら、しかもそれぞれの地権者や生活さ
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れている方の理解と協力を得て、進めてきたというのが、東京だけではなしに、全国の道

路や河川や公園やさまざまな公共事業の基本的な構図でございますので、痛みは十分承知

した上で、もし必要だということが十分に説明できれば、協力をしていただくというのが

今の仕組みである。ですから、痛みを伴う方には、それに対応する十分な配慮であるとか、

具体的な補償であるとか、そういうものをするときちんと定めておりますので、そういう

ことをした上で、ぜひご協力いただくということも、これは一般論ですけれども、あると

いうことでございます。 
 以上でございます。 
【司会（西川）】  ありがとうございます。 
 インターチェンジについて、いろいろとご意見いただいているかと思います。もう少し

議論を深めていくべきではないかというようなご意見もありました。これは私からの提案

でございますが、今日いろいろな意見を出していただきましたので、今後、インターチェ

ンジについてどういうように議論していくかということについては、また運営懇談会の中

でも少し議論しながら、今日もいろいろ幅広いご意見ありましたので、議論させていただ

くとして、今日のところはいろいろ意見を出していただいたということで、次の議論に移

ってはどうかなと思っておりますが、よろしいでしょうか。 
 あえて、今日この場でもう少し意見を言いたいという方がいらっしゃれば、挙手いただ

ければと思いますが。よろしいですか。 
 では、柴田さん、お願いいたします。 
【柴田協議員】  東京都は、インターが１つもないという道路ではまずい、困るという

ことですが、東京都としては、その場合の、これだけ皆さん環境問題とか何かいろいろ心

配されているんで、インターをつくったらこういう影響があるし、こういう効果もあるけ

れども、こういう対策が考えられるとか、そのような発想で物事を考えていかないと、理

解ができないんです。 
 議会の質問に対する答弁ですから、余りにも簡潔で終わってしまっているんですけれど

も、私が東京都の発想としておかしいなというのは、先ほどの別途料金のところでも一応

こだわりますけれども、別途料金が必要になるから、インターがあって使いやすいものに

しようというのは、発想が逆なんです。インターが必要だけれども、その周辺に車が集中

しないように、今ある中央高速の調布インターや高井戸ランプも活用できるようにして、

分散化しながらインターへの集中を抑えていく、そのためには別途料金を取らないような

高速道路にする必要があるとか、どうも発想が逆なんです。 
 そういうふうに物事を考えていかないと、インターへの車の集中、周辺への悪影響とい

うことを皆さんが心配しているわけで、車を乗る立場からだけ考えているんです、別途料

金が必要だからインターというのは。だから、どうも発想が違うんです。地元の住民の皆

さんと、地元自治体と、東京都が考えている発想とが、発想にずれがあるんです。そこを

わかってほしいなというものです。 
 それだけ申し上げます。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございました。 
 それでは、栗林さん、お願いいたします。 
【栗林協議員】  一言だけ。 
 先ほど、道家協議員は、東京都は今後それは検討していくんだ、インターチェンジは必

要だと思っているけれども、それは地元の意向を聞きながら検討していくんだとおっしゃ

っています。しかし、よくよく考えてみますと、今の柴田協議員と同じで、私も東京都の

考え方は逆ではないかなと。国と東京都の方針の中で、地元の意向を踏まえながら設置の

有無について検討する、こうはっきり明示されているわけです。となれば、誰が考えても、

これは地元というのは各区市ですから、インターの予定地を持っている各区市の意向を踏
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まえながら、考えていくというのが当たり前のことです。今の東京都さんの、今日の資料

を見ますと、東京都の意向はインターチェンジが欲しいんだから、それを踏まえて、各区

市は考えてくれといっていることと同じです。したがって、それは逆さまではないかとい

うのが私の意見です。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございます。 

 江崎さん、お願いいたします。 

【江崎協議員】  よく目にする既存道路の交通量削減や環境改善の効果ということです

けれども、何を根拠にいっているのかがやはり問題かなと思います。今、このＰＩ協議会

で、その内訳をよくよく確認したいと思っているところなんですけれども、それがまだの

うちにこういうふうに出てくるのは、やはり早過ぎると思います。柴田さんもおっしゃっ

たように、インターが必要ないという前に、その考えるための素材をきちんと出していた

だく必要があると思います。 
 以上です。 
【司会（西川）】  ありがとうございます。 

 他の方でご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、先ほど私がご提案させていただいたとおり、今日はいろいろなご意見をいた

だいております。意見の方はいつもどおり整理をさせていただいて、今後インターチェン

ジについては議論を深めていくべきだというご意見が多数あったかと思います。どう議論

を進めていくかは、また運営懇談会等でご相談させていただいて、またこちらの協議会の

方でご提案して、どのように議論を少し進めていくかということを決めていきたいなと思

っております。今日のところはそういう形でよろしいでしょうか。 

 よろしければ、続きまして環境調査につきまして宮良さんと伊勢田さんの方から資料が

資料－４として提出されております。 

 それでは、まず宮良さんから説明をお願いいたします。 

【宮良協議員】  右肩の資料－４、私の名前で出させていただいた「環境影響評価項目

の選定について」についてご説明したいと思います。中身は、環境影響評価のうち項目と

現地調査についてです。 
 環境影響評価のうち、現地調査については、地域でいろいろ特性が異なることから、地

域毎で話をさせていただきました。 
 もう一方、方法書に対する皆さんのいろいろなご意見については概要としてとりまとめ

をさせていただいて、関係区市長の皆さんにもお送りしました。これらのことについては、

２５回の協議会で話をさせていただいています。 
 その後、都の環境局でいろいろ審議をされまして、このたび知事意見をいただきました。

これらを踏まえて、どのような環境影響評価の項目と調査方法を選定した内容を資料に基

づいてお話をさせていただきたいと思います。 
 まず、環境局の審議の経過ですが、参－１－８に「審議経過」というのが出ています。

これは環境局で審議された経過が書いてあります。 
 まず、「審議会」と書いてありますのは、東京都の環境影響評価審議会のことで、７月２

２日に方法書について環境局が審議会に諮問をしております。その後、環境局では、１つ

は今お話ししました方法書、私どもでとりまとめた皆さんからいただいた意見の概要、区

市長の皆さんからいただいた意見を審議会の委員にご説明して各委員の方の検討をお願い

した、そう聞いております。 
 その後、審議会の部会があって、１１月１７日に１回目の部会が開催され、その中で、

審議項目としては、騒音、振動、以下廃棄物までの項目について審議をした。 
 続いて、１１月２５日、第２回の部会で、参－１－８の「付表」というところですけれ

ども、大気汚染とか悪臭、それから総括的な審議がされている。 
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 １１月２６日は審議会の本審になりますけれども、ここで審議会としての答申を得た、

そう聞いております。 
 参－１－２、「資料２」は部会でとりまとめ、本審議会に諮問された内容です。 
 次に参－１－３です。「都市高速道路外郭環状線事業に係る環境影響方法書について」、

「審議経過」「審議結果」、以下が内容になりますけれども、「総括的事項」、次のページを

開いていただくと、参－１－４ですが、「個別事項」。「個別事項」については、１の「大気

汚染」２「騒音、振動、低周波音」から、以下ずっと捲っていただくと、参－１－７にな

りますけれども、１１「廃棄物」まで、それぞれ意見をいただいております。 
 Ⅲは「その他」としての意見もついております。 
 こういった内容を部会としてとりまとめがなされて、１１月２６日の本審議会に部会と

しての審議経過が報告されまして、今お話しした内容で審議会としての答申を出した、そ

う聞いております。 
 引き続き、環境局としまして、環境影響評価審議会の答申をもとに、環境保全の立場か

ら、方法書に対する知事の意見をとりまとめまして、１２月３日に、私どもに、環境局の

方から知事の意見としての送付がありました。 
 下の参－２－１というものです。これが東京都の知事からの意見書です。対象事業とし

ては、都市計画決定者とか事業の予定者とかが書いてあります。 
 次は、意見が書いてあります。その中は３つに分かれていまして、Ⅰは「総括的事項」、

Ⅱは「個別事項」、それからⅢ「その他」になっています。 
 概略をお話しさせていただきますと、Ⅰの「総括的事項」、これは参－２－２にあります

けれども、「当該事業の計画区域付近には、都内の貴重な自然環境が存在するため、具体的

事業計画は、地下水、湧水、生態系等に十分配慮し、周辺環境への影響をできる限り回避・

低減できるよう適切な検討を行う必要がある」、そういう知事の意見であります。 
 それから２、３、予測・評価に当たって、工事等、最新技術の導入を検討する、そうい

った意見とか、４、最新の知見及び情報を活用して、都民等にわかりやすい環境影響評価

図書を作成するよう努めるべきである、そういった総括的な事柄が書いてあります。 
 Ⅱは、「個別事項」になります。１の「大気汚染」、２の「騒音、振動、低周波音」、「水

質汚濁」、ずっと続きまして、１１に「廃棄物」があります。 
 例えば「水質汚濁」の項目を見ますと、地盤凝固剤を使用する場合には、建設省及び東

京都の指針に基づき施工を行うとともに、同指針等に基づき地下水等の水質の監視を行う

こととか、掘削する地層及び採用する工法によっては、地下水の強酸性化を引き起こすお

それがあるので、工法については地下水の酸性化を引き起こさない工法を採用すること。

それから地下水の利用施設、これは三宝寺池などの池等や飲み水として使っている井戸等

のことです。利用施設への影響が考えられるので、工事着手前、工事中及び工事終了後に

利用施設の水質、水素イオン濃度などの調査を行うなど、地下水保全対策を明らかにする

こと。なお、上水道の水源として利用されている場合や上水道がなく井戸水を専ら飲用し

ている場合は、水道法に基づく水質基準項目とすること。 
 今ご紹介したのは水質汚濁のことですけれども、個別に１１項目の意見をいただいてい

ます。 
 「その他」なんですけれども、具体的な事業計画が明らかになった時点で、環境に影響

を及ぼすおそれのある要因により、新たな調査、予測及び評価の必要性が生じた場合は準

備書で対応すること。知事からのそういった意見をいただきました。 
 では、知事からの意見、皆さんから方法書に対しての意見、それらを踏まえまして、私

ども東京都、国といろいろ検討しまして、環境影響評価の項目、調査の手法をこのたび選

定いたしました。 
 方法書からどのような修正あるいは補った手法があるかといいますと、１つは項目で地
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下水、湧水等、水環境へのご懸念、そういった意見がいろいろありました。これまでは地

盤という項目の中に水循環とあったんですけれども、水環境の方に項目を移して大きく取

り上げました。 
 その他には、具体的な調査の項目について、さらに地域の状況等を検討しまして、例え

ば騒音、振動、低周波音については、学校などの公共施設の保全の対象の位置を勘案しま

して現地調査の地点を選定するとか、水循環については、地下水、湧水と関連してのこと

が想定されます野川の流量を調査することにしました。 
 同じく水循環ですけれども、知事意見にもございました三宝寺などの池等や、飲用の井

戸、そういった地下水の利用施設の水質の調査を行うことにしました。特には上水道の水

源として利用されている場合には、水道法に基づく水質の基準の項目を調査することにし

ました。 
 もう１つ、地盤の調査の項目ですけれども、今まで化学変化によって地盤の強度の低下、

そういうことを考えていたんですが、いろいろご意見いただきまして、ガスの発生や水の

酸性化などの事柄についても調査を行うことにしました。 
 もう１つ、電波障害のことですけれども、調査項目に加えまして地上デジタル波の調査

を対象に加えることにしました。 
 そういうことで、今後この項目をもとに現地調査を行おうと考えています。調査の箇所

等、それぞれ手法の具体のことは今までにも話をさせていただきましたし、今日も伊勢田

協議員と私の連名であります「環境の現地観測」、その項目でまた説明をさせていただきた

いと思います。 
【司会（西川）】  続きまして、伊勢田さん、お願いいたします。 
【伊勢田協議員】  引き続きまして、横Ａ３判の「環境の現地観測」というタイトルの

資料をご覧ください。 
 前回の協議会で案をお出ししましたが、その後、小学校や公園などをお貸ししていただ

くお願いに回りまして、おかげさまでほぼお貸しいただける見通しが立ちました。 
 そういうことで、前回お出しした案の箇所から、観測する箇所の増減はありませんが、

今ほどの知事からの意見等を踏まえて一部修正しておりますので、改めて簡単にご説明申

し上げます。 
 まず１枚捲っていただきまして１ページです。（大気質、強風による風害）ですが、２の

「観測時期」です。気象の調査は、データの信頼性、安定性を図るために１年間の連続観

測と充実したいと変更してます。 
 また、２ページの地図をご覧いただきたいと思いますが、狛江・世田谷エリアの一番下

に書いてますが、喜多見小学校と砧中学での気象の観測につきましては、地形の影響を考

慮いたしまして、高さ方向に２つの高度の観測点を予定したいと考えてます。 
 続きまして、３ページです。（騒音、振動、低周波音）の、２の「観測時期」です。観測

は、平日休日の各日を対象に実施しますが、過去の交通量データなどを参考にして、その

測定日が平均的な日であるということを確認し、検証していきたいと考えております。 
 続きまして、５ページです。下から４分の１のところに、地盤、水環境に関しての化学

反応調査について記述してます。前回も触れましたけれども、大深度地下となった場合に、

そこに存在する土や地下水が酸素と触れることによって酸化反応をするのではないかとい

うことを予測・評価できるような調査をあらかじめやりたいと考えてます。 
 最後に１つ、９ページ目です。（動物、植物、生態系）ですが、左側、一番下から２行目

のところであります。鳥の観測ですけれども、夜間の鳥についても、調査したいというこ

とで、日没から夜１０時まで鳥についても観測することとしております。 
 主な変更、追加は以上です。 
 この現地観測につきましては、１月から具体的に現場で観測等をしたいと考えてます。
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付近の方々のご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 私どもも、広報等に努めてまいりますけれども、現場での観測などをご覧いただきまし

て、何かお気づきの点があれば、ぜひ私どもにご連絡いただければと存じます。 
 以上です。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございます。 

 今、資料の説明がございましたが、それに関連しまして、ご意見、ご質問等ございます

でしょうか。よろしいですか。 

 それでは、宿澤さん、お願いいたします。 

【宿澤協議員】  観測なさるときに、前もって土地の協議員とか、そういう人に連絡な

さるんでしょうか。 
【司会（西川）】  では、伊勢田さん、お願いいたします。 

【伊勢田協議員】  まず、区市さんには区市の広報に載せていただきたいというお願い

をしてます。また、具体の日時等について、協議員の方にご連絡をさせていただきたいと

考えてます。 
 以上です。 
【司会（西川）】  ありがとうございます。 

 他の方で。今、手を挙げられている樋上さん、お願いいたします。 

【樋上協議員】  環境影響調査の追加調査につきましては、先ほど都の道家協議員の方

から、「その他」のところで、新たな調査、予測及び評価の必要性が生じた場合はそれに対

応するという説明がございました。 
 １１月２８日に開催されました沿線区市長会の意見交換会ですか、その席で三鷹市長の

方から、計画づくりが進展していく過程で新たに環境の調査が必要となった場合は市と協

議しながら追加調査を実施してほしい、と述べております。これに関連いたしまして、も

し仮に東八道路に外環のインターチェンジができた場合、東八道路の交通量は増加が予想

されます。また今後現在の天文台通りの拡幅工事、調布・保谷線の拡幅工事ができあがり

ますと、外環ができることによる東八道路の誘発交通量が増えます。同時に、20号線を通

る車、これらが天文台通り、あるいは調布・保谷線を上って東八と外環のインターチェン

ジへ入ることになり、東八道路道路の交通量が加算されます。それらによる振動とか大気

汚染などによる環境への影響も懸念されます。 
 また、換気塔をどこに設置するかは決まっておりません。仮に北野周辺に換気塔ができ

ることになれば、天気の悪い日は東風が吹き、三鷹市のエリアがまともに影響を受けるこ

とになるわけです。その場合、換気塔から出る排気物質は、その近くよりも距離の離れた

ところが影響を受けることもあるかと思うのです。 
 もしもそのような場合の環境調査をすることになれば、東八道路沿いに幾つかの候補地

を参考まで申し上げます。まず東八道路沿いに①三鷹市第一小学校、東へと②調布市の調

布北高校、さらに東へと③三鷹市大沢台小学校などがあげられます。天文台通りに関して

申し上げますと④三鷹市羽沢小学校が候補地となります。 
 この追加調査を今すぐ必要ということではございませんが、現在、必要性の議論をして

いるときであり、計画が具体化していない現状で、今お願いするのはまだ早すぎると思い

ます。将来、計画が具体化するときに、必要な追加調査をぜひ実施していただきたいので

す。 
 総括しますと、外環道沿線だけじゃなくて、外郭環状道路から離れた三鷹市西域の換気

塔による大気質の影響、天文台通りあるいは調布・保谷線が整備されたあと、東八道路の

交通量が増えて車の振動や排気ガスによる環境への影響等が懸念されるので、将来必要に

応じて環境影響追加の調査をお願いしたいわけでございます。 
 以上でございます。 
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【司会（西川）】  ありがとうございます。 

 他の方、ご意見ございますでしょうか。 

 では、武田さん、お願いいたします。 

【武田協議員】  １０ページをご覧いただきたい。この前それぞれの地区でやったとき

に、こういうことは当然区のデータを基にして入れてあるだろうということで出なくて、

申しわけございません。 
 この１０ページの一番右の端に関越自動車道がございます。ここは八の釜フィールド、

八の釜憩いの森がございますが、これから約１ｋｍぐらい西へ上がった、ちょうどここに

白子川と白黒で書いてある場所がございます。これが約１ｋｍちょっと上がっていると思

うんですが、そこに、実は白子川の湧水群があるわけです。練馬では地元で井頭湧水群あ

るいは井頭遊水池という言い方をしております。 
 ここは、いわばなべの底の窪地全体の湧水群になっております。この前もたびたび触れ

ておりますが、合流下水が完備しましたから、非常に浅い地下に降った水がそのまま合流

で、シールドで下へ下へと持っていかれてしまう。したがって、それと表面の部分の透水

性が落ちてきたために、白子川は水枯れがひどくなっている。 
 この井頭遊水池、湧水群というのは、白子川にとってはいわばオアシスの役割をしてい

る部分。それから、八の釜憩いの森の部分というのは、台地の上から出てくる一番浅い遊

水源である。いわば、この２つがこの辺ではオアシスの役割をしているわけです。 
 ですから、この白子川全体の水系を確保するということになれば、この湧水群の水の状

況がどう変わって、現在どの程度のものが出ているかということを含めて、やはり現況調

査は正確にしておいてほしいと思います。相当影響を受けるはずです。 
 ついでに触れさせていただきますと、大泉インター、ジャンクションというこれだけの

ビッグプロジェクトをやるんだから、この地域はいずれにしても水枯れがひどくなるだろ

う。だから、今のこの周辺の、つまり大泉インター、ジャンクションを拠点にしたこの周

辺の半径１．５ｋｍぐらいについては、合流方式から少なくとも雨水、個々の家の屋敷に

落ちてきたものは、Ｌ字溝とかＵ字溝を含めて、つまり川に流していくような分流方式を

採用していくべきだということを申し上げました。 
 アセスの課題とは、ずれますけれども、少なくともそういうことをしていかないと、今

１０ページ目でいろいろ丸を書いて斜線を引っ張ってある地域、それぞれこれはいずれに

しても水枯れがひどくなる、つまり地表の透水率が悪くなればなるほどこの地域は干上が

っていくわけです。都市化で、ヒートアイランドということになる部分ですから、少なく

とも今ここにアメーバ状に記されている野川、丸になっているそれぞれの池を含めて、そ

ういうことをお考えになることが本当の都市づくりではないかということを再三申し上げ

ているんです。これは、そのくらいの政策判断をしてもらっても十分いい性質のものじゃ

ないのか、このように思います。 
 ２番目は追加ですが、そういう問題意識から、もとの白子川に戻りますが、井頭湧水群

については、今の八の釜よりはもっと水が多いんです。野鳥が来ることも多いその地域で

すので、頭に置いていただきたいと思います。 
 以上。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございます。 
 他にご意見、ございますでしょうか。 
 では、濱本さん、お願いいたします。 
【濱本協議員】  伊勢田協議員から出された２ページ目の武蔵野エリアですけれども、

「市立第三小学校」というのは、武蔵野第三小学校でよろしいんですね。それだけ、まず

１点確認しておきます。「市立第三小学校」ってどこの学校かわかりませんので、それを確
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認しておきたいと思います。 
 それから、宮良協議員から出された資料の中で、「資料２」の、東京都の環境影響評価審

議会から出された資料と知事が出された意見書の中身は全く同じ文書のように思いますが、

知事としての立場からの意見はなかったのか、環境影響評価審議会のそのままの文書が出

ているわけなんですか。そっくりそのままなんだけれども、そういうものなのかというこ

とが１つ。 
 もう１つ、宮良協議員が後段で述べていました、水質とかいろんな細かい調査するとこ

ろをいわれましたね。それが文書になったものはないんでしょうか。口頭だけで聞いたの

では皆さんわからないので、できたら意見書の他に、今協議員がいわれたこと全ての調査

箇所、こことここと今回は特別にやるんですよと今いわれたと思いますけれども、その内

容を文書化して出していただきたいと思います。 
 以上です。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございます。 

 今の点はよろしいですか。 

 では、先に伊勢田さん、お願いします。 

【伊勢田協議員】  樋上さんからおっしゃっていただきました追加調査は、知事意見、

三鷹市長の意見も承っておりますので、私どもとしても柔軟にやらせていただきたいと思

っています。 
 武田さんから、白子川湧水群についての情報をいただきましたので、もう一度私ども現

地を見させていただいて、必要な観測をさせていただきたいと思っています。 
 濱本さんから、小学校の名前ですが、武蔵野第三小学校です。 
 以上です。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございます。 
 では、続きまして、宮良さん、お願いいたします。 
【宮良協議員】  濱本協議員のご質問、２つございました。 
 １つは知事の意見の内容と、アセス審議会が答申した内容が同じであるというご質問で

す。 
 これは、環境局で審議会も含めて委員の方への説明とか手続をやっています。その辺の

事情はよくわからないんですけれども、私どもとしては知事の意見が返ってくるというこ

とです。経緯については環境局で審議会の答申とか意見の概要とか、いろいろなものを含

めて意見書としてとりまとめて、知事の意見として出てきている、ということです。 
 それから、個々具体的に調査項目のことを説明しました。例えば、私の方はかなり細か

く話をして、そうした方がわかりやすいと思って説明をしました。具体的には、まさにこ

この調査の箇所図みたいなことで、調査方法も書いてありますから、その内容で、特に知

事の意見も踏まえてつけ加えたり直したりするものをこういうもので表現しました。 
【濱本協議員】  それはよくわかりましたので、今宮良協議員がいわれた細かい内容を、

もう一度、文書になっているんだと思うので、後でいいですから、それを皆さんにいただ

けないかということです。別に出したっていいんでしょう。まずいの。 
【司会（西川）】  宮良さん、お願いいたします。 

【宮良協議員】  今日説明させていただきましたから、その議事録もありますから、そ

ういうのを含めてまとめさせていただきます。 
【司会（西川）】  環境の調査について他に。 

 栗林さん、お願いいたします。 

【栗林協議員】  アセスメントについて意見をいわせてください。 
 先ほどから、東京都それから国交省からアセスのご説明がありました。知事を初めとす

るいろいろなご意見を踏まえた上で、大変改善されたように思いますが、このアセスの評
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価項目の中でもやはりより重要なものというのがあると思うんです。 
 それは何かといいますと、この外環計画が、今は地下案でございますから、それを考え

れば、この中で最も重要なことは地下の水理構造だということになると思います。それに

ついては、一応このアセスの方法で始まるとしても、今後こういうことをもっと調べた方

がいいんじゃないか、検討した方がいいんじゃないかという住民からの貴重な意見という

ものが出てきましたら、それはまたそのぜひ都度前向きにご判断いただきたい、こう思っ

ております。 
 過去のいろいろな都市施設に関する問題でも、今まで事前と事後で一番大きく違って問

題になっていることは何といっても水でございますから、水については調査してもそれで

全く十分だということはあり得ないんだという意味で、お約束いただければと思います。 
 以上です。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございます。 

 今の意見につきまして、伊勢田さん、お願いいたします。 

【伊勢田協議員】  栗林さんご指摘のとおりでありまして、今回私どもが想定している

のは、地下トンネルの道路です。そういう意味からして、地下水に対する懸念を、私ども

も大変深く抱いているところであります。 
 一方で、地面の中のことですので、井戸をつくって水位を定期的に観測してみないこと

には、これまでの文献、書物のデータだけでは、私どももなかなか十分なことが言えない

ような状況でした。そういうことで、今回調査させていただきます。 
 調査した結果は、速やかにできるだけわかりやすい形で公表いたしまして、そこで新た

にわかったことなどを通じて、今栗林さんがおっしゃられたような新たなご指摘もあるか

もしれません。そういったことで、私どもも新たな発見をすることもあるかもしれません

し、そういう地元の貴重な情報をぜひいただければと思ってます。 
 以上です。 
【司会（西川）】  ありがとうございます。 

 他の方で、環境の調査につきましてご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 よろしければ、必要性の議論の方に移りたいと思いますが、残り時間が少なくなっいま

す。本日、議論のためにということで、宿澤さん、栗林さん、江崎さんから資料提出をい

ただいております。残り時間、資料の補足説明をしていただければと思っております。 

 宿澤さん、よろしいでしょうか。 

【宿澤協議員】  何か、私の感じだとだんだんやる方向へ向いていくので、今日は今年

最後の協議会になったものですから、ちょっとご挨拶をと思って。 
 これを読ませていただきます。 
 環境が人間をつくると云う言葉があります。 
 我が杉並区長も環境には充分関心をお持ちです。 
 人間は土を踏んで歩き、きれいな水の川で緑があって、という事がこの頃は「ゼイタ

ク」になって参りました。コンクリートで固まった家で小川もなく、そこで遊ぶなんて

知らない子供が多いでしょう。大人も小人も心の余裕がありません。自慢ではありませ

んが、私達の住むところは全部そろって居ります。 
 最近は、ダムとか地下鉄とか中途で中止が発表になるにつけて、私達凍結以来３７年

にもなって居る外環はなぜ今になって造りたがっているのかわかりません。 
 大深度になれば住民には迷惑がかからないと思って居られるようですが、とんでもな

い。素人の私が考えてもインターは無くてもジャンクション、換気塔等公害は明らかで

す。 
 人間が住んでいるからミヤコ（都）であって、会社、車、道路だけでしたらミヤコ（都）

でありません。単なる東京砂漠です。極論でしょうか？ 
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 もう一度考える必要があるんではないでしょうか。 
 わずか（これは昔のあれでいいまして１６ｋｍ、「四里」と書きました）四里です。 
 環七が混むから環八を、又環八が混むから外環、それでは余りにも能が無く知恵もな

いのではないですか。行政の方々も本当の原点に戻って、住民のためにも御一考をお願

い致します。 
 本当に初期の意見です。でも、これは初期から一貫した私の考えです。外環は必要で

はありません。 
 以上です。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございます。 

 では、栗林さんからも資料をいただいておりますので、補足説明をお願いいたします。 

【栗林協議員】  今年ももう今日が最後でございますし、今まで１年半もＰＩ協議会が

続いてきましたので、４点ばかり、私にとっては基本的ではないかと思うことを、意見書

として提出いたしました。 
 昨日もたしか小泉首相がいっておられました。これからの高速道路計画に関することな

んです。今、４公団の民営化問題で、さまざまな考え方が錯綜していて、これは東京外環

についてはまだ凍結中でございますから公式には検討の対象とはなっておりません。しか

しながら、せんだっても伊勢田協議員がおっしゃった５００円の通行料では、建設費の償

還は到底無理です。書いてあることはお読みいただければよろしいんですが、要はお金を

どうするんだということはＰＩ協議会で議論できることではないかと思いますが、念のた

め計算してみますと、通行料を５００円とすれば、年間収入１００億円から１５０億円に

しかならない。したがって、従来の償還方法では償還不能だと思います。 
 一方、道路の必要性という観点からは、例えば１１月に秋田県で「救急医療活動と高規

格道路のあり方を考えるシンポジウム」というのがありまして、これは地方の道路ですけ

れども、あそこでは、高規格道路は命の道として絶対に必要なんだということをいってお

ります。ということは、どこの道路でも欲しいと思う人たちにとっては絶対に必要だとい

う場合が多いんじゃないか。そこで、ぜひこれを考える場合に、公益性という側面から外

環計画を高いランクに位置づけられるか否か、これは私は大変重要だと思っております。

なぜならば、公益性を証明することが国民的な利益にかなう事業であるということを公に

することではないかと思っているからです。 
 もっと具体的にいえば、客観的に優先順位をつけられるのかという問題であろうかと思

います。この点については、国と東京都の見解をお聞かせいただきたいと思います。私た

ちが必要性の議論をしていく上でも、本当につくれるのかということは大前提でございま

すから、まず第１点として伺います 
 次に、東名以南の問題です。東名以南については、今まで調査中ということになってい

て、実際には何の具体的な方針も示されておりません。ただし、私どもの世田谷区長も、

東名以南については、これはもっと具体的に考えてもらわなきゃ困るんだということを何

回も主張しておられます。 
 調べてみますと、実は２００２年１２月１３日の読売新聞に、東名以南についての記事

が出ておりました。この東名以南の事情というのが、私たちのＰＩ協議会でいつか議論さ

れた昭和３０年代後半の、いわゆるＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ案が出ていた、ああいう経緯によく似

ている部分があるということを思って、いささか驚いております。 
 どういうことかといいますと、昭和４１年、１９６６年、多摩川の両岸に一方通行の道

路を各１本建設するというのが最初の構想だったと新聞は報じています。その後、７０年

代後半、アクアラインを外環道と結ぶことになり、ルートを川崎市側に一本化するという

ものに変わりました。８５年、建設省が縦貫道を外環道と位置づけると国会答弁したとこ

ろ、市側、多分川崎市だと思うんですが、川崎市がそれは別路線だと猛反発し、結局外環
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は多摩川の東京都側に戻ってしまったという経緯があると新聞に書いてありました。その

後、一本化しなければという考え方があるものの、今日まで足踏み状態が続いております。 
 しかしながら、東京外環の完結という観点から見ますと、やはり東名以南をどう考える

のかということは、これは国や東京都としては、世間に公表すべき一大問題ではないかと

私は思います。 
 次に、自動車交通量需要予測、将来の需要予測です。この間国が説明された交通量は、

全て交通センサスに基づく交通配分でありまして、本当の意味での将来交通量ではありま

せん。まして、環８の渋滞緩和のためにという外環建設の理由づけは、むしろ必要性の議

論を矮小化させることになるのではないか、ＰＩ協議の柔軟性を失わせることになるので

はないかと私は考えます。もし環８渋滞を緩和したければ、環８の容量をふやすか、環８

のバイパスを整備すればよろしいわけです。 
 ということよりも、やはり将来の外環の交通量はどうなるんだということをできるだけ

早く示していただくことが非常に重要であると私は改めて申し上げたいと思います。将来

の人口動向、あるいは車の保有台数、あるいは予測できる誘発交通などを加味した将来交

通量予測の想定が非常に重要だと思います。この場合には、実は３ジャンクション、イン

ターなしの方が考えやすいのではないかと私は思っております。 
 例えばですが、アクアラインの場合、ミープランという技法があって、これが何年か前

になかなかいい結果を出していました。このように、将来の交通量予測をはかっていくの

に多分いい方法があるのではないか。何をやっても完全にイコールではないかもしれませ

んが、より客観的な将来交通量をできるだけ早く算出すべきだというのが私の３番目の意

見です。 
 次に、環境アセスメントについてですが、今の環境アセスメントは、実は都市施設のな

い場所での環境アセスです。本当は、外環ができることによって生じる環境影響を回避・

低減させることが重要であって、これがＰＩ的アセスの本質的な意味合いではないかなと

思います。 
 これについては、例えば１９９７年４月の日弁連の意見書にこういうことが出ておりま

す。住民等は環境情報の形成に参加するだけという低い位置づけしか認めておらず、住民

等が関与し得る手続と項目が限定されている。事業者の意志決定に住民等の意見が反映さ

れ、また住民が手続の適正さを確保し是正する方法、手続が必要であると書かれておりま

す。まさに一番影響を受ける人は地域住民であるという事実を考えれば、これは当然の主

張ではないかな、またこれがＰＩ的アセスの本当の目的ではないかと考えております。 
 以上、私の意見でございます。 
【司会（西川）】  ありがとうございました。 

 残り時間が少なくなってまいりましたけれども、江崎さん、補足説明をしていただけま

すでしょうか。 

【江崎協議員】  それでは、前回の協議会で伊勢田さんが回答してくださった「交通の

追加資料」への疑問と、その前の「交通の分析」についての追加で、疑問点と要望をまと

めさせていただきました。 
 まず、通過交通についてです。最新データに基づいても１４％とおっしゃっていました

が、内訳をよく見てみると納得できない点がありました。例えば、内訳として掲載されて

いる内々交通の「平均区部走行距離」「走行量」について、東京都建設局で出されている「東

京都の自動車交通の実態」では、ちょっと紹介させていただきますと、平成６年より平成

１１年、下の赤い文字で書いてあるところがそれに当たります。７．３ｋｍから７．１ｋ

ｍに３％減少しています。また、走行量についても、２，７８８万台キロが２，７６８万

台キロで１％減少しています。それに対して、伊勢田さんが出された資料では、平均区部

走行距離は５．５ｋｍから７．４ｋｍに２８％増加しています。走行量についても２，５
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３０万台キロから３，６５８万台キロに４５％増加しています。また、提出資料だけで平

成６年と平成１１年を比較しても、内々交通の交通量が４６０万台から４９５万台へと

７％増であるのに対して、通過交通は３５万台から４２万台へと２０％増と大幅に増加し

ていました。 
 前にもご紹介しましたけれども、通過交通というのは何かと何かを足せば出てくるとい

うものではなくて、何らかの計算をしないと出てこないものです。どうも数字だけを見る

と不可解なものですから、その計算プロセスを私たちが理解できるように、フローチャー

トなどを使って明らかにしてください。また、２３区を通過するといっても、これには千

葉県と埼玉県を結んでいるとか、千葉県と神奈川県といった、今検討中の外環とは関係な

いものまで含まれていると思われますから、その詳細な内訳も明らかにしてください。そ

の上で、計算方法を再検討すべきだと思います。 
 次に、環７、環８通り抜け交通の測定方法についてです。ナンバープレート調査をされ

たとありましたけれども、ちょっと聞いたところによりますと、この調査は目視とかビデ

オによる方法とか、幾つか方法があるそうです。ただ、ひっきりなしに走っている車のナ

ンバーを読み取るということはとても難しいと聞きました。ですから、今回についてはど

のように測定したのか、明らかにしてください。 
 次に、外環道埼玉区間開通後の並行道路の交通量についてです。これまでにもよく用い

られている並行道路で減少したというデータですけれども、これは開通前後の１日、３地

点のみを比較して減少といっています。ただ、例えば以下のような地点では逆に増加して

いました。例を挙げると、国道４６３号の所沢市坂之下というところでは２３％増加して

いますし、浦和草加線の草加市花栗では２３９％増加しています。環状７号線の北区上十

条ではでは１０％増加していました。 
 このように、外環開通後に交通量が増加している地点もあるんですから、開通前後の１

日ずつ、わずかな地点だけを取り出して、外環道の開通で減少したと評価するのには無理

があるのではないでしょうか。 
 交通量が減少したとしても、外環以外の原因も考えられると思います。減少した原因、

増加した原因を詳細に調べる必要があると思います。また、生活道路、細街路の車が幹線

道路に転換して道路状況が改善した可能性があるかもしれませんし、逆に開発が進んで増

加しているかもしれませんから、もしデータがあるようであったら、生活道路での交通量

の変化も教えてください。 
 最後に、前回少しお話しした時間評価値についての追加です。交通量推計の推計方法に

は、時間評価値を用いる方法と転換率式を用いる方法があるそうです。ちょっと勉強しま

したら、時間評価値を用いる方法には、大きく２つの問題があるようでした。 
 １つ目は、単純な平均値で利用の有無を判断するのは困難ということです。例えば、１

分短縮できる料金５５円の道路があったとします。自分の１分当たりの価値を５０円だと

考えている方が４人、１００円だと考えている方が１人いたとすると、５人の平均をとれ

ば６０円ですが、この道路を利用するのは１人かもしれません。 
 ２つ目は、労働に関係する車は実は少数だということです。今回の推計に利用した時間

評価値は、労働者の平均月給を平均労働時間で割って計算しているということでした。た

だ、例えば乗用車の利用目的別発生量というのを見ると、平日でさえ業務関連交通、多分

下のグラフでいうと「業務Ａ」「業務Ｂ」と「帰社」。業務Ａが１７％で業務Ｂが１０％で

帰社が８％で、これを合計すると３５％にしかすぎません。「出勤」「家事買物」「送迎」

「帰宅」といった労働に関係ない車が６５％も占めています。 
 時間評価値にはこういう問題があって、この値によって結果が全く変わってくると思わ

れます。評価値が適切かどうか、他の予測方法ではどうかなど、前提条件や予測手法を再

検討すべきだと思います。 
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 以上です。 
【司会（西川）】  どうもありがとうございました。 

 少し時間が過ぎてしまいましたので、今日の議論はこのあたりで、今日ご説明いただい

た資料についての議論は次回引き続きさせていただきたいと考えております。 

 最後に、１点だけ事務局から報告事項がございます。 

【事務局（伊藤）】  事務局からオープンハウスのご報告をします。 

 世田谷で１２月６日に開催されております。それから、来年１月３１日にもう一度世田

谷で開催する予定です。１月３１日の開催結果も含めて、世田谷のオープンハウスの結果

については報告したいと思います。 

【司会（西川）】  それでは、最後に私の方から、次回３１回の日程につきまして確認を

させていただきます。 

 次回３１回の協議会につきましては、事前にお知らせさせていただいたとおり、来年１

月２２日木曜日、午後７時から当会場で予定しております。案内につきましては、別途事

務局からご連絡をさせていただきます。 

 また、今日の議論の続きをどうしていくか、またインターチェンジについての議論もど

うしていくか、今後の協議会の進め方をどうしていくかということについて議論をさせて

いただきたいと思っておりますので、運営懇談会の開催を考えてございます。事務局の都

合で恐縮でございますが、１月１９日月曜日７時からという日程で考えてございます。ま

た具体的な日程につきましては、事務局の方からご連絡をさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 他に何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 よろしければ、予定時間、過ぎてございますので、以上をもちまして第３０回ＰＩ外環

沿線協議会を終了いたします。長時間にわたり、ありがとうございました。 

――了―― 
 


